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　気候変動適応法に規定される指定暑熱避
難施設（クーリングシェルター）とは、
熱中症特別警戒アラートの発表に備え、市
長があらかじめ指定した避難施設です。

　熱中症特別警戒アラートが発表された場
合は、自宅に冷房設備のない方や外出中の
方などが、暑さをしのげる場所として、

施設を開放いたします。　

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設）とは



●指定市有施設および受入可能人数
　・安中市役所　本庁舎　　　　　（７名）
　・安中市役所　松井田庁舎　　　（９名）
　・安中しんくみスポーツセンター（８名）
　・安中市松井田文化会館　　　　（６名）
●指定民間施設および受入可能人数
　・ウエルシア安中店調剤待合室　　　　（２名）
　・ウエルシア松井田八城店調剤待合室　（４名）
　　　　　　　　　　　　　ウエルカフェ（１０名）
※民間施設につきましては、クーリングシェルター開設を協力してい
ただける市内の民間施設（店舗等）を募集しています。ご協力いただ
ける施設がございましたら、環境政策課へご連絡ください。

今年度のクーリングシェルター



●開放日時
　クーリングシェルターが開放されるのは、熱中症特別警戒ア
ラートの運用期間内で１０月第４水曜日までとなり、熱中症特別
警戒アラートが発表された日で、各施設の開所日となります。

ご利用上の注意
◎利用できる場所や日時は当該施設で指定した場所
および時間内となります。
◎施設によっては、冷水器等もありますが、飲み物
などは各自でご用意ください。
◎施設利用の際には、受付窓口までお声がけください。

クーリングシェルター　利用上の注意



クールシェアを推進しています！

　暑い日には、家庭の電気の半分以上をエアコンが消
費しています。
　エアコンの使用台数を減らして、家族が一つの部屋
に集まったり、公共や商業施設、自然の多い場所等に
出かけたりして、涼しい場所にて皆で過ごすことを
「クールシェア」と呼んでいます。
　この取り組みにより、家庭の消費電力を減らし、地
球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を削減する
ことも期待できます。



クールシェアを推進しています！
　安中市もこの活動に賛同し、２２の市有施設で参加
登録しました。
　今年の夏は猛暑と予想されていますので、クールシェ
アで省エネ、地球温暖化対策等にご協力ください。



クールシェアを推進しています！
登録市有施設(クールシェア・スポット)
本庁舎・松井田庁舎・碓氷川熱帯植物園・あんなかスマ
イルパーク・安中市学習の森・旧碓氷峠鉄道施設第六号
隧道・安中しんくみスポーツセンター・安中市文化セン
ター・松井田文化会館・各地区公民館(８)・各生涯学習
センター(５)

※各施設ごとに閉館日や実施時間等異な
りますのでご利用前にご確認ください。


